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2024 年 2月 14 日 

 

2023 年度 取締役会自身による取締役会の実効性評価 

 

株式会社 荏原製作所 

取締役会 

 

当社は、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるために、毎年、取締役会がどのよう

に貢献しているかを検証し、課題を抽出し、改善を図る目的で、取締役会自身が取締役会全体

の実効性について分析・評価を実施しています。 

この度、2023 年度における当社取締役会の実効性について、分析・評価を行いましたので、

その結果の概要を以下のとおり開示します。 

 

１．実効性評価のプロセス 

 

当社取締役会は、独立性を持った第三者の協力を得て、各取締役への質問票を作成し、その

回答結果を踏まえ、各取締役の考えを直接確認するため、独立社外取締役が務める取締役会

議長がすべての取締役と個別インタビューを実施するとともに、取締役個人の自己評価とピ

ア（相互）評価を行いました。当社取締役会は、上記の質問票・個別インタビューの結果を

分析し、それに基づき 2023 年 12 月及び 2024 年 1 月の取締役会において取締役会の実効性

について討議を行い、その評価と今後の対応を確認しました。あわせて、取締役会議長を除

く全取締役は、取締役会議長に対する評価を行いました。 

 

２．分析・評価結果の概要 

 

取締役会及び委員会の現状に対する各取締役の評価は高く、取締役会、取締役会議長、独立

社外取締役、社内取締役がそれぞれの役割・責務を適切に果たしていること、取締役会及び

委員会については、適切な議題設定と議事運営のもと十分な議論が行われ、適切に運営され

ていること、昨年の課題として挙げられた事項については、取組みが進んでいることを確認

しました。 

取締役個人に対する自己評価及び相互評価については、「荏原製作所コーポレート・ガバナ

ンスに関する基本方針」に定める取締役の役割及び資質・能力に基づいて評価が行われ、両

評価を通して、各取締役はその責務を適切に果たし取締役会の議論に貢献していることを確

認しました。なお、相互評価の結果の概要は指名委員会に共有され、同委員会は取締役候補

者の選任に際し、同評価の結果も参考にしています。 

 

以上から、当社取締役会は、取締役会の監督機能が十分に発揮され、より高い実効性が確保

できていると評価しました。 
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一方、次項に記載のとおり、今後継続して検討・改善を続けていくべき課題があること、そ

れらについては引き続き定期的に検証し、改善を続けていく必要があることを確認しました。 

 

３．今後の対応 

 

当社取締役会は、これまで進めてきた改革の継続とあわせて、以下の各項について今後継続

的に取り組むことで取締役会の実効性をさらに高めていくこととします。 

 

・ 長期的な視点に立った経営ビジョンの議論の充実 

現中期経営計画 E-Plan2025 の進捗と内外の様々な環境変化を踏まえ、重要な課題（人

材・人的資本、グローバル化の進展、適切なキャピタルアロケーション、事業ポート

フォリオの検証、荏原ブランドの確立等）についての考え方・方針を整理し、長期的

な視点に立った経営ビジョンを議論していく。 

 

・ サステナビリティに関する議論の深化 

サステナビリティに関する以下の重要課題等について、当社の収益性、長期的持続性

及び企業価値向上を ESG 経営と具体的にどのように結びつけていくのかという視点

を持って議論を深める。 

・サプライチェーンにおける人権デューディリジェンス 

・ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）の推進 

・カーボンニュートラル 

・TCFD 等の内外のサステナビリティ情報開示への対応 

 

・ 委員会の体制及び活動内容の定期的な検証 

 

以上 
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巻末参考資料 

 

 参考１「荏原製作所 コーポレート・ガバナンス体制図（2024.1.1 現在）」 

 参考２「質問票の大項目」 

 参考３「実効性評価によって改革につながった主要なポイント」 

 

 

（参考１）「荏原製作所 コーポレート・ガバナンス体制図（2024.1.1 現在）」 

 

 

 

（参考２）「質問票の大項目」 

1. 取締役会の役割・機能 

2. 取締役会の規模・構成 

3. 取締役会の運営状況 

4. 指名委員会の構成と役割 

5. 指名委員会の運営状況（対象は指名委員会メンバー） 

6. 報酬委員会の構成と役割 

7. 報酬委員会の運営状況（対象は報酬委員会メンバー） 

8. 監査委員会の構成と役割 

9. 監査委員会の運営状況（対象は監査委員会メンバー） 

10. 投資家・株主との関係 
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（参考３）「実効性評価によって改革につながった主要なポイント」 

当社は 2015 年の指名委員会等設置会社への移行とともに、実効性評価を開始しました。これ

までの8年間の実効性評価によって取締役会としてその後の認識が深まり改革につながった事

例は多岐にわたります。以下は、その中の主要なポイントを抜粋したものです。 

 

項目 内容 

１）取締役会の議題・議論 

①中長期的課題に対す

る議論の強化 

 取締役会が当社の中長期的課題について、さらに議論の

比重を高めていくべきであるとの認識に沿って、長期経

営ビジョン並びにそれを具現化する中期経営計画の検

討を取締役会の年間アジェンダに組み込むと同時に、そ

れらに基づく各事業の戦略、組織体制、人事戦略などに

ついても当初からアジェンダに組み込んで時間をかけ

た議論を行うようになった。 

 2021 年評価で、取締役会としても ESG、サステナビリテ

ィの議題を定期的に議論することが必要だと認識され、

翌 2022 年より年 2 回定期的に議題を設定するようにな

り、サステナビリティに関する議論が充実してきたとの

認識が共有された。 

②議論の質の向上・深

化 

 取締役会の数日前に社外取締役会議を開催し、担当執行

役から取締役会議題の主要な項目についての説明を受

け、それに対する理解を深めるとともに社外取締役間で

自由な討議を行ってきた。ここでの議論を踏まえて取締

役会では各社外取締役が課題を認識したうえで、独自の

視点、責任で発言を行うことにより、取締役会の討議の

質が高まるとの認識が共有された。実効性評価において

もこの社外取締役会議の意義が確認された。 

２）取締役会の構成・規模 

①社外取締役の構成・規

模 

 社外取締役の構成・規模についてはその背景、経験の多

様性が重要であり、今後の先の見えない社会環境の中で

は多様な意見が自由に交わされることの重要性が認識

された。実効性評価において、現在の取締役 11 名中社

外取締役が 8名を占める体制の妥当性が確認された。 

②業務執行を兼務する

社内取締役 

 業務執行を兼務する取締役を段階的に減員し、代表執行

役 1名となった現在の体制については、監督と執行の分

離が促進され、執行の責任と取締役会の役割が一層明確

化されたとの認識が共有された。 
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③取締役会議長就任  さらなる公正性と透明性の確保、株主の視点に立った議

題設定が実現できるよう、2019 年より社外取締役が取

締役会議長を務める体制とした。その有効性を点検する

ため議長評価を実効性評価のフレームに組み入れ、毎年

取締役会において検証することとした。 

３）委員会の実効性評価 

①委員会の実効性評価  指名・報酬・監査の各委員会において、実効性評価を通

じてそれぞれの機能、果たすべき役割の共有がなされ、

また独立性・客観性をもって十分な議論がなされている

かについて自己評価が進んだ。 

 2022 年評価では、委員会から取締役会への情報共有の

範囲等に対する考え方を明確にすることが必要だと認

識され、翌 2023 年に取締役会で考え方を整理し、取締

役会規則に明記したことにより、今後の委員会の活動の

透明性が図られるとの認識が共有された。 

②監査委員会の構成・規

模とサポート体制 

 監査委員会は、総員数と社内出身の員数をそれぞれ段階

的に減員し、2020 年より総員数 4 名、うち社内出身の

委員 1 名の体制とし、2021 年より、さらなる独立性の

確保、外部の視点で監査の監督を実現できるよう、総員

数 3名、うち社内出身の委員 1名で、社外取締役が委員

長を務める体制とした。この体制への移行に伴い、監査

委員会は、実効性評価において監査委員会をサポートす

る体制の強化が必要だと認識され、そのための体制及び

人材配置の拡充がなされた。その有効性を点検するた

め、実効性評価において継続的に検証することとした。 

４）各取締役の実効性の発揮 

①役割及び資質・能力の

明確化 

 2020 年度の実効性評価において、各取締役の役割及び

資質・能力を明確化し、それに基づいて自己評価及び相

互評価による確認をすることが取締役会全体及び各取

締役の実力向上に資すると認識された。それを実現する

ために、取締役会での十分な議論を経て、取締役に求め

る役割及び資質・能力を、属性（社外取締役等）、ポジ

ション（取締役会議長、委員会委員長等）の別を含め、

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針（CG 基本方

針）に明記した。2021 年度の実効性評価においては、CG

基本方針は、今後の取締役会・委員会・取締役個人の活

動の重要な指針であるとの認識が共有された。 

 


